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報告第 ８ 号 

 

市長専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。 

記 

 変更契約の締結について 

 

  令和５年９月４日提出                                       

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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専第 ９ 号 

 

専  決  処  分  書 

 

変更契約の締結について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づいて議

会の議決により指定された市長の専決処分事項である変更契約の締結について、

同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

記 

１ 契 約 の 目 的  生駒市庁舎非常用電源設備（自家発電機）更新工事 

２ 契 約 の 方 法  事後審査型条件付一般競争入札 

３ 契 約 金 額 

(1) 変 更 前  ２３１，０００，０００円  

(2)  変 更 後  ２３９，６１８，５００円 

４ 契約の相手方  奈良市大安寺６丁目２０番８号  

株式会社きんでん 奈良支店  

執行役員支店長 安 田  守  

５ 工 期   契約の日から令和５年８月３１日まで 

 

  令和５年８月１０日         

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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議案第 41 号 

 

専決処分につき承認を求めることについて 

 

損害賠償の額の決定については、市議会を招集する時間的余裕がなかったた

め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令

和５年７月２０日別紙のとおり処分したから、同条第３項の規定により、これを

報告し、承認を求める。 

  

  令和５年９月４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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専第 ８ 号 

 

専  決  処  分  書 

 

損害賠償の額の決定について 

 

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７

９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

記 

１ 事故区分及び事故発生年月日 

  物損事故 

令和５年６月３日（土）未明 

２ 事故発生場所 

生駒市谷田町地内 

３ 損害賠償額 

１，３７３，９００円 

４ 事故の概要 

  上記の場所において、事業用地の既存擁壁が倒壊し、隣接する被害者宅に駐

車していた車両の後部に損傷を与えたもの。 

    

  令和５年７月２０日 

生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 42 号 

令和５年度生駒市一般会計補正予算（第５回） 

 令和５年度生駒市の一般会計の補正予算（第５回）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，７５９，４１７千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４４，７２５，２３１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」による。 

令和５年９月４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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追加 [単位　千円]

１　追加 ［単位　千円］

２　変更 ［単位　千円］

民 生 費 社 会 福 祉 費 介 護 老 人 保 健 施 設 整 備 事 業 ２８，０３９

第　２　表　繰　越　明　許　費　補　正

款 項 事　業　名 金　　額

第　３　表　債　務　負　担　行　為　補　正

生 駒 山 麓 公 園 管 理 業 務
　令和５年度から
　　　　　　令和９年度まで

６５７，０００

補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

生 駒 山 麓 公 園 将 来 計 画 に
係 る 施 設 基 礎 調 査

　令和５年度から
　　　　　　令和６年度まで

９，９２０

事　　　　　　　　　　項 期　　　　　　　間 限　　度　　額

限　度　額

健康いこま２１
計 画 及 び
食 育 推 進 計 画
策 定 業 務

令和５年度
から

令和６年度
まで

７，４８０

健康いこま２１
計 画 及 び
食 育 推 進 計 画
策 定 業 務

令和５年度
から

令和６年度
まで

９，４８０

事　　　　項 期　　間 限　度　額 事　　　　　　項 期　　間
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議案第 43 号 

令和５年度生駒市介護保険特別会計補正予算（第１回） 

 令和５年度生駒市の介護保険特別会計の補正予算（第１回）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２５，７５８千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，８０３，５８５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

令和５年９月４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 44 号 

令和５年度生駒市国民健康保険特別会計補正予算（第１回） 

 令和５年度生駒市の国民健康保険特別会計の補正予算（第１回）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，９８３千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１，９７９，３９３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

令和５年９月４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 45 号 

 

令和５年度生駒市病院事業会計補正予算（第２回） 

 

第１条 令和５年度生駒市病院事業会計の補正予算（第２回）は、次に定めると

ころによる。 

第２条 令和５年度生駒市病院事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

収 入                            

 科 目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 病院事業収益 896,822 千円  31,347 千円 928,169 千円  

 第３項 特 別 利 益  423 千円  31,347 千円 31,770 千円  

 支 出 

 科 目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 病 院 事 業 費 846,287 千円  31,347 千円  877,634 千円  

 第３項 特 別 損 失  523 千円  31,347 千円  31,870 千円  

 

令和５年９月４日提出  

 

生駒市長 小 紫 雅 史 
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１ 収益的収入及び支出

(単位：千円)

病院事業

収 益

過年度損

益修正益

(単位：千円)

病 院

事 業 費

過年度損

益修正損

1 423 31,347 31,770

補正予定額 計 備　　　考

収　　　　入

支　　　　出

計

3 423 31,770

１ 896,822 928,169

令和５年度 生駒市病院事業会計補正予算（第２回）実施計画

款 項 目 既決予定額

特別利益 31,347

31,347

款 項 目 既決予定額 補正予定額 備　　　考

１ 846,287 877,634

3 523 31,870

1 523 31,347 31,870

特別損失 31,347

31,347
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議案第 46 号 

 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年９月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年７月生駒市条例第２３

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型イン

フルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

第１４条の４第１項中「第４４条」を「第２６条の８」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 47 号 

 

生駒市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年９月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

生駒市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和４３年１２月生駒市条例第３５

号）の一部を次のように改正する。 

附則第３項の前の見出し及び同項から附則第５項までを削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 48 号 

 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年９月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市手数料条例の一部を改正する条例 

 生駒市手数料条例（平成１２年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第２の５１の項を次のように改める。 

51  低炭素建築物新築
等計画認定申請手
数料 

都市の低炭素
化の促進に関
する法律第53
条第1項の規
定による低炭
素建築物新築
等計画の認定
の申請に対す
る審査(次項
に係るものを
除く。以下こ
の項において
同じ｡)のうち
、単位住戸(
住宅部分(建
築物のエネル
ギー消費性能
の向上に関す
る法律第11条
第1項に規定
する住宅部分
をいう｡)の1
の住戸をいう
｡)の数が1で
ある住宅(以
下この項、53
の項及び55の

床面積の合計が200
平方メートル未満の
もの 

40,200円(法第6条の2
第1項又は第7条の2第1
項の規定による指定を
受けた指定確認検査機
関、建築物のエネルギ
ー消費性能の向上に関
する法律第15条第1項
に規定する登録建築物
エネルギー消費性能判
定機関又は住宅の品質
確保の促進等に関する
法律第5条第1項に規定
する登録住宅性能評価
機関のうち市長が定め
るものにより、都市の
低炭素化の促進に関す
る法律第54条第1項各
号に掲げる基準に適合
すると認められた計画
(以下この項において
「低炭素建築物適合計
画」という｡)である場
合には、6,700円) 

床面積の合計が200
平方メートル以上の
もの 

44,300円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、6,700円) 
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項において「
1戸建ての住
宅」という｡)
であって建築
物エネルギー
消費性能基準
等を定める省
令(平成28年
経済産業省・
国土交通省令
第1号。以下
この項、52の
2の項、52の3
の項、55の項
及び備考第4
項において「
基準省令」と
いう｡)第10条
第1項第2号イ
(1)及び同号
ロ(1)の基準(
以下この項及
び53の項にお
いて「誘導性
能基準」とい
う｡)を用いた
ものに係る審
査(以下この
項において「
戸建住宅標準
審査」という
｡) 

都市の低炭素
化の促進に関
する法律第53
条第1項の規
定による低炭
素建築物新築
等計画の認定
の申請に対す
る審査のうち
、1戸建ての
住宅であって
基準省令第10
条第1項第2号
イ(2)及び同
号ロ(2)の基
準(以下この
項及び53の項
において「誘
導仕様基準」
という｡)を用
いたものに係
る審査(以下
この項におい
て「戸建住宅
仕様審査」と
いう｡) 

床面積の合計が200
平方メートル未満の
もの 

23,200円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、6,700円) 

床面積の合計が200
平方メートル以上の
もの 

24,500円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、6,700円) 
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都市の低炭素
化の促進に関
する法律第53
条第1項の規
定による低炭
素建築物新築
等計画の認定
の申請に対す
る審査のうち
、1戸建ての
住宅以外の住
宅(以下この
項、53の項及
び55の項にお
いて「共同住
宅」という｡)
であって誘導
性能基準を用
いたものに係
る審査(以下
この項におい
て「共同住宅
標準審査」と
いう｡) 

床面積の合計が300
平方メートル未満の
もの 

75,800円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、11,500円) 

床面積の合計が300
平方メートル以上2,
000平方メートル未
満のもの 

123,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、22,400円) 

床面積の合計が2,00
0平方メートル以上5
,000平方メートル未
満のもの 

206,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、47,700円) 

床面積の合計が5,00
0平方メートル以上1
0,000平方メートル
未満のもの 

292,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、84,000円) 

床面積の合計が10,0
00平方メートル以上
25,000平方メートル
未満のもの 

571,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、134,000円) 

床面積の合計が25,0
00平方メートル以上
50,000平方メートル
未満のもの 

1,006,000円(低炭素建
築物適合計画である場
合には、202,000円) 

床面積の合計が50,0
00平方メートル以上
のもの 

1,844,000円(低炭素建
築物適合計画である場
合には、305,000円) 

都市の低炭素
化の促進に関
する法律第53
条第1項の規
定による低炭
素建築物新築
等計画の認定
の申請に対す
る審査のうち
、共同住宅で
あって誘導仕
様基準を用い
たものに係る
審査(以下こ
の項において
「共同住宅仕
様審査」とい
う｡) 

床面積の合計が300
平方メートル未満の
もの 

38,900円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、11,500円) 

床面積の合計が300
平方メートル以上2,
000平方メートル未
満のもの 

64,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、22,400円) 

床面積の合計が2,00
0平方メートル以上5
,000平方メートル未
満のもの 

111,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、47,700円) 

床面積の合計が5,00
0平方メートル以上1
0,000平方メートル
未満のもの 

165,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、84,000円) 

床面積の合計が10,0
00平方メートル以上
25,000平方メートル
未満のもの 

299,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、134,000円) 

床面積の合計が25,0
00平方メートル以上
50,000平方メートル
未満のもの 

501,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、202,000円) 

床面積の合計が50,0
00平方メートル以上
のもの 

828,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、305,000円) 

都市の低炭素
化の促進に関
する法律第53
条第1項の規
定による低炭
素建築物新築

床面積の合計が300
平方メートル未満の
もの 

238,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、11,500円) 

床面積の合計が300
平方メートル以上1,
000平方メートル未

297,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、18,700円) 
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等計画の認定
の申請に対す
る審査のうち
、建築物のエ
ネルギー消費
性能の向上に
関する法律第
11条第1項に
規定する非住
宅部分(以下
この項、52の
2の項、53の
項及び55の項
において「非
住宅部分」と
いう｡)であっ
て基準省令第
10条第1項第1
号イ(1)及び
同号ロ(1)の
基準(以下こ
の項及び53の
項において「
標準入力法」
という｡)を用
いたものに係
る審査(以下
この項におい
て「非住宅標
準審査」とい
う｡) 

満のもの 

床面積の合計が1,00
0平方メートル以上2
,000平方メートル未
満のもの 

381,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、29,300円) 

床面積の合計が2,00
0平方メートル以上5
,000平方メートル未
満のもの 

542,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、84,000円) 

床面積の合計が5,00
0平方メートル以上1
0,000平方メートル
未満のもの 

666,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、132,000円) 

床面積の合計が10,0
00平方メートル以上
25,000平方メートル
未満のもの 

787,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、166,000円) 

床面積の合計が25,0
00平方メートル以上
50,000平方メートル
未満のもの 

897,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、207,000円) 

床面積の合計が50,0
00平方メートル以上
のもの 

1,117,000円(低炭素建
築物適合計画である場
合には、289,000円) 

都市の低炭素
化の促進に関
する法律第53
条第1項の規
定による低炭
素建築物新築
等計画の認定
の申請に対す
る審査のうち
、非住宅部分
であって基準
省令第10条第
1項第1号イ(2
)及び同号ロ(
2)の基準(以
下この項及び
53の項におい
て「モデル建
物法」という
｡)を用いたも
のに係る審査
(以下この項
において「非
住宅モデル審
査」という｡) 

床面積の合計が300
平方メートル未満の
もの 

94,200円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、11,500円) 

床面積の合計が300
平方メートル以上1,
000平方メートル未
満のもの 

118,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、18,700円) 

床面積の合計が1,00
0平方メートル以上2
,000平方メートル未
満のもの 

154,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、29,300円) 

床面積の合計が2,00
0平方メートル以上5
,000平方メートル未
満のもの 

247,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、84,000円) 

床面積の合計が5,00
0平方メートル以上1
0,000平方メートル
未満のもの 

321,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、132,000円) 

床面積の合計が10,0
00平方メートル以上
25,000平方メートル
未満のもの 

384,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、166,000円) 

床面積の合計が25,0
00平方メートル以上
50,000平方メートル
未満のもの 

450,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、207,000円) 

-32-



床面積の合計が50,0
00平方メートル以上
のもの 

581,000円(低炭素建築
物適合計画である場合
には、289,000円) 

都市の低炭素化の促進に関する法
律第53条第1項の規定による低炭素
建築物新築等計画の認定の申請に
対する審査のうち、1戸建ての住宅
及び非住宅部分に係る審査 

次に掲げる額を合算し
た額 
ア 戸建住宅標準審査
又は戸建住宅仕様審
査に掲げる手数料の
額 

イ 非住宅標準審査又
は非住宅モデル審査
に掲げる手数料の額 

都市の低炭素化の促進に関する法
律第53条第1項の規定による低炭素
建築物新築等計画の認定の申請に
対する審査のうち、共同住宅及び
非住宅部分に係る審査 

次に掲げる額を合算し
た額 
ア 共同住宅標準審査
又は共同住宅仕様審
査に掲げる手数料の
額 

イ 非住宅標準審査又
は非住宅モデル審査
に掲げる手数料の額 

 別表第２の５２の２の項中「同法第１１条第１項に規定する」及び「（以下こ

の項、次項、５３の項及び５５の項において「非住宅部分」という｡)」を削り、

「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国土

交通省令第１号。以下この項、次項、５３の項、５５の項及び備考第４項におい

て「基準省令」という｡)」を「基準省令」に改める。 

 別表第２の５３の項を次のように改める。 

53 建築物エネルギー
消費性能向上計画
認定申請手数料 

建築物のエネ
ルギー消費性
能の向上に関
する法律第34
条第1項の規
定による建築
物エネルギー
消費性能向上
計画の認定の
申請に対する
審査(次項に
係るものを除
く。以下この
項において同
じ｡)のうち、
1戸建ての住
宅であって誘
導性能基準を
用いたものに
係る審査(以
下この項にお
いて「戸建住

床面積の合計が200
平方メートル未満の
もの 

36,800円(建築物のエ
ネルギー消費性能の向
上に関する法律第15条
第1項に規定する登録
建築物エネルギー消費
性能判定機関又は住宅
の品質確保の促進等に
関する法律第5条第1項
に規定する登録住宅性
能評価機関のうち市長
が定めるものにより、
建築物のエネルギー消
費性能の向上に関する
法律第35条第1項各号
に掲げる基準に適合す
ると認められた計画(
以下この項において「
建築物エネルギー消費
性能向上基準適合計画
」という｡)である場合
には、6,700円) 

床面積の合計が200 40,900円(建築物エネ
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宅標準審査」
という｡) 

平方メートル以上の
もの 

ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、6,700円) 

建築物のエネ
ルギー消費性
能の向上に関
する法律第34
条第1項の規
定による建築
物エネルギー
消費性能向上
計画の認定の
申請に対する
審査のうち、
1戸建ての住
宅であって誘
導仕様基準を
用いたものに
係る審査(以
下この項にお
いて「戸建住
宅仕様審査」
という｡) 

床面積の合計が200
平方メートル未満の
もの 

19,700円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、6,700円) 

床面積の合計が200
平方メートル以上の
もの 

21,100円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、6,700円) 

建築物のエネ
ルギー消費性
能の向上に関
する法律第34
条第1項の規
定による建築
物エネルギー
消費性能向上
計画の認定の
申請に対する
審査のうち、
共同住宅であ
って誘導性能
基準を用いた
ものに係る審
査(以下この
項において「
共同住宅標準
審査」という
｡) 

床面積の合計が300
平方メートル未満の
もの 

72,300円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、11,500円) 

床面積の合計が300
平方メートル以上2,
000平方メートル未
満のもの 

120,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、22,400円) 

床面積の合計が2,00
0平方メートル以上5
,000平方メートル未
満のもの 

202,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、47,700円) 

床面積の合計が5,00
0平方メートル以上1
0,000平方メートル
未満のもの 

289,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、84,000円) 

床面積の合計が10,0
00平方メートル以上
25,000平方メートル
未満のもの 

567,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、134,000円) 

床面積の合計が25,0
00平方メートル以上
50,000平方メートル
未満のもの 

1,002,000円(建築物エ
ネルギー消費性能向上
基準適合計画である場
合には、202,000円) 

床面積の合計が50,0
00平方メートル以上
のもの 

1,840,000円(建築物エ
ネルギー消費性能向上
基準適合計画である場
合には、305,000円) 

建築物のエネ
ルギー消費性
能の向上に関
する法律第34
条第1項の規
定による建築
物エネルギー

床面積の合計が300
平方メートル未満の
もの 

35,500円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、11,500円) 

床面積の合計が300
平方メートル以上2,
000平方メートル未

60,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
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消費性能向上
計画の認定の
申請に対する
審査のうち、
共同住宅であ
って誘導仕様
基準を用いた
ものに係る審
査(以下この
項において「
共同住宅仕様
審査」という
｡) 

満のもの には、22,400円) 

床面積の合計が2,00
0平方メートル以上5
,000平方メートル未
満のもの 

107,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、47,700円) 

床面積の合計が5,00
0平方メートル以上1
0,000平方メートル
未満のもの 

162,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、84,000円) 

床面積の合計が10,0
00平方メートル以上
25,000平方メートル
未満のもの 

295,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、134,000円) 

床面積の合計が25,0
00平方メートル以上
50,000平方メートル
未満のもの 

498,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、202,000円) 

床面積の合計が50,0
00平方メートル以上
のもの 

872,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、305,000円) 

建築物のエネ
ルギー消費性
能の向上に関
する法律第34
条第1項の規
定による建築
物エネルギー
消費性能向上
計画の認定の
申請に対する
審査のうち、
非住宅部分で
あって標準入
力法を用いた
ものに係る審
査(以下この
項において「
非住宅標準審
査」という｡) 

床面積の合計が300
平方メートル未満の
もの 

234,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、11,500円) 

床面積の合計が300
平方メートル以上1,
000平方メートル未
満のもの 

293,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、18,700円) 

床面積の合計が1,00
0平方メートル以上2
,000平方メートル未
満のもの 

378,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、29,300円) 

床面積の合計が2,00
0平方メートル以上5
,000平方メートル未
満のもの 

539,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、84,000円) 

床面積の合計が5,00
0平方メートル以上1
0,000平方メートル
未満のもの 

663,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、132,000円) 

床面積の合計が10,0
00平方メートル以上
25,000平方メートル
未満のもの 

783,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、166,000円) 

床面積の合計が25,0
00平方メートル以上
50,000平方メートル
未満のもの 

893,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、207,000円) 

床面積の合計が50,0
00平方メートル以上
のもの 

1,114,000円(建築物エ
ネルギー消費性能向上
基準適合計画である場
合には、289,000円) 

建築物のエネ
ルギー消費性
能の向上に関
する法律第34
条第1項の規

床面積の合計が300
平方メートル未満の
もの 

90,800円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、11,500円) 

床面積の合計が300 115,000円(建築物エネ
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定による建築
物エネルギー
消費性能向上
計画の認定の
申請に対する
審査のうち、
非住宅部分で
あってモデル
建物法を用い
たものに係る
審査(以下こ
の項において
「非住宅モデ
ル審査」とい
う｡) 

平方メートル以上1,
000平方メートル未
満のもの 

ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、18,700円) 

床面積の合計が1,00
0平方メートル以上2
,000平方メートル未
満のもの 

151,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、29,300円) 

床面積の合計が2,00
0平方メートル以上5
,000平方メートル未
満のもの 

243,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、84,000円) 

床面積の合計が5,00
0平方メートル以上1
0,000平方メートル
未満のもの 

317,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、132,000円) 

床面積の合計が10,0
00平方メートル以上
25,000平方メートル
未満のもの 

381,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、166,000円) 

床面積の合計が25,0
00平方メートル以上
50,000平方メートル
未満のもの 

446,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、207,000円) 

床面積の合計が50,0
00平方メートル以上
のもの 

578,000円(建築物エネ
ルギー消費性能向上基
準適合計画である場合
には、289,000円) 

建築物のエネルギー消費性能の向
上に関する法律第34条第1項の規定
による建築物エネルギー消費性能
向上計画の認定の申請に対する審
査のうち、1戸建ての住宅及び非住
宅部分に係る審査 

次に掲げる額を合算し
た額 
ア 戸建住宅標準審査
又は戸建住宅仕様審
査に掲げる手数料の
額 

イ 非住宅標準審査又
は非住宅モデル審査
に掲げる手数料の額 

建築物のエネルギー消費性能の向
上に関する法律第34条第1項の規定
による建築物エネルギー消費性能
向上計画の認定の申請に対する審
査のうち、共同住宅及び非住宅部
分に係る審査 

次に掲げる額を合算し
た額 
ア 共同住宅標準審査
又は共同住宅仕様審
査に掲げる手数料の
額 

イ 非住宅標準審査又
は非住宅モデル審査
に掲げる手数料の額 

建築物のエネルギー消費性能の向
上に関する法律第34条第1項の規定
による建築物エネルギー消費性能
向上計画の認定の申請に対する審
査のうち、同条第3項の規定により
記載された複数の建築物による建
築物エネルギー消費性能向上計画
の認定の申請に係る審査 

次に掲げる額を全て合
算した額 
ア 戸建住宅標準審査
又は戸建住宅仕様審
査に掲げる手数料の
額 

イ 共同住宅標準審査
又は共同住宅仕様審
査に掲げる手数料の
額 

ウ 非住宅標準審査に
掲げる手数料の額 

エ 非住宅モデル審査
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に掲げる手数料の額 

 別表第２の５５の項中「第１条第１項第２号イ(2)(i)」を「第１条第１項第２

号イ(2)」に、「第１条第１項第２号イ(2)(ⅱ)」を「第１条第１項第２号イ(2)

」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 49 号 

 

生駒市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年９月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市火災予防条例の一部を改正する条例 

生駒市火災予防条例（昭和３７年３月生駒市条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

第１１条第１項第３号の２中「キュービクル式のものにあっては､｣を削る。 

第１１条の２第１項第４号中「雨水等」を「その筐体は雨水等」に改める。 

第１３条第１項を次のように改める。 

 蓄電池設備（蓄電池容量が１０キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が１

０キロワット時を超え２０キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火

防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）第２に

定めるものを除く。以下同じ｡)は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は

破損しない構造とすること。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたもの

にあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。 

第１３条第３項を次のように改める。 

３ 第１項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上

に設ける電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置

に関する基準第３に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認め
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る構造を有するキュービクル式のものを除く｡)にあっては、建築物から３メ

ートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は

覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。 

第１３条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第１１条の２第１項第４号

」に改める。 

第４４条第１３号中「蓄電池設備」の次に「（蓄電池容量が２０キロワット時

以下のものを除く｡)」を加える。 

別表第３厨房設備の項を次のように改める。 
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厨 房 設 備
 気 体 燃 料

 不 燃 以 外
 開

放
式

 
組

込
型

こ
ん

ろ
・

グ
リ

ル
付

こ
ん

ろ
・

グ
リ

ド
ル

付
こ

ん
ろ

、
キ

ャ
ビ

ネ
ッ

ト
型

こ
ん

ろ
・

グ
リ

ル
付

こ
ん

ろ
・

グ
リ

ド
ル

付
こ

ん
ろ

 

1
4
k
W
以

下
 

1
0
0
 

1
5
 

注
 

1
5
 

1
5
 

注
 
注

：
機

器
本

体
上

方
の

側
方

又
は

後
方

の
離

隔
距

離
を

示
す

。
 

据
置

型
レ

ン
ジ

 
2
1
k
W
以

下
 

1
0
0
 

1
5
 

注
 

1
5
 

1
5
 

注
 

 

不 燃
 開

放
式

 
組

込
型

こ
ん

ろ
・

グ
リ

ル
付

こ
ん

ろ
・

グ
リ

ド
ル

付
こ

ん
ろ

、
キ

ャ
ビ

ネ
ッ

ト
型

こ
ん

ろ
・

グ
リ

ル
付

こ
ん

ろ
・

グ
リ

ド
ル

付
こ

ん
ろ

 

1
4
k
W
以

下
 

8
0
 

0
 

―
 

0
 

 

 
据

置
型

レ
ン

ジ
 

2
1
k
W
以

下
 

8
0
 

0
 

―
 

0
 

 

固 体 燃 料
 不 燃 以 外

 木
炭

を
燃

料
と

す
る

も
の

 
炭

火
焼

き
器

 
―

 
1
0
0
 

5
0
 

5
0
 

5
0
 

 

不 燃
 木

炭
を

燃
料

と
す

る
も

の
 

炭
火

焼
き

器
 

―
 

8
0
 

3
0
 

―
 

3
0
 

 

上
記

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
 

使
用

温
度

が
8
0
0
℃

以
上

の
も

の
 

―
 

2
5
0
 

2
0
0
 

3
0
0
 

2
0
0
 

 

使
用

温
度

が
3
0
0
℃

以
上

8
0
0
℃

未
満

の
も

の
 

―
 

1
5
0
 

1
0
0
 

2
0
0
 

1
0
0
 

 

使
用

温
度

が
3
0
0
℃

未
満

の
も

の
 

―
 

1
0
0
 

5
0
 

1
0
0
 

5
0
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、内燃

機関を原動力とする発電設備及びこの条例による改正後の生駒市火災予防条例

（以下「新条例」という｡)第１３条第１項に規定する蓄電池設備（附則第４項

に掲げるものを除く｡)（以下この項において「燃料電池発電設備等」という｡)

又は現に設置の工事中である燃料電池発電設備等のうち、新条例第１１条第１

項第３号の２（新条例第８条の３第１項及び第３項、第１１条第３項、第１２

条第２項及び第３項並びに第１３条第２項及び第４項において準用する場合を

含む｡)の規定に適合しないものについては、同号の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 

３ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第１

３条第１項に規定する蓄電池設備（次項に掲げるものを除く｡)のうち、新条例

第１３条第１項の規定に適合しないものについては、同項の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

４ 新条例第１３条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるも

ののうち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の

日から起算して２年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に

適合しないものについては、当該規定は、適用しない。 
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議案第 50 号 

 

住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示  

   の方法について  

 

住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第３条第１項の規定によ

り、生駒市における住居表示を実施すべき市街地の区域を別図のとおり定め、当

該区域における住居表示の方法は、街区方式とする。 

 

令和５年９月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 
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別図　住居表示を実施すべき市街地の区域図

白庭台１丁目

上町

白庭台２丁目

凡 例

住居表示を実施すべき市街地の区域
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議案第 51 号 

 

   市道路線の認定について 

 

 市道路線を次のとおり認定したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

整理 
路 線 名 

 起        点 

番号  終        点 

1 桜ヶ丘小学校４号線 
辻町８９番２先 

辻町８６番２３先 

2 辻町第２歩行者道 
辻町８６番２６先 

辻町８６番２４先 

3 赤坂南谷線支線６号 
小明町１５７８番１２先 

小明町１５８７番８先 

4 小明町５号歩行者道 
小明町１５９９番３先 

小明町１５９９番５先 

5 高山北田原線支線４号 
北田原町１０６３番先 

北田原町９６１番１先 

6 高山北田原線支線１６号 
北田原町１０４８番８先 

北田原町１０１２番３先 

7 高山北田原線支線２０号 
北田原町１０２５番１８先 

北田原町９６１番４先 

8 高山北田原線支線２１号 
北田原町１０３２番１先 

北田原町２７７７番６先 

 

 

令和５年９月４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 52 号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 市道路線を次のとおり廃止したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第１０条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

整理 
路 線 名 

 起        点 

番号   終        点  

1 桜ヶ丘小学校４号線 
辻町８８番２先 

辻町８９番７先 

2 小明町地内４６号線 
小明町１５７８番１０先 

小明町１５９７番１先 

3 赤坂南谷線支線６号 
小明町１５７８番１２先 

小明町１５７８番１０先 

4 高山北田原線支線４号 
北田原町１０６３番先 

北田原町１０７７番６先 

5 北田原町地内２０号線 
北田原町１１０２番先 

北田原町１０８１番先 

6 高山北田原線支線１４号 
北田原町１０８４番１先 

北田原町１１０７番６先 

7 高山北田原線支線１６号 
北田原町１０４８番８先 

北田原町１０７２番２４先 

 

 

令和５年９月４日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 53 号 

 

生駒市法令遵守委員会委員の委嘱について 

 

生駒市法令遵守委員会委員を下記の者に委嘱したいから、生駒市法令遵守推進

条例（平成１９年６月生駒市条例第２１号）第１６条第３項の規定により、議会

の同意を求める。 

記 

住  所  生駒市●●●●●●●● 

氏  名  渡 邊  賢 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

住  所  大阪府豊中市●●●●●●●● 

氏  名  八 木 正 雄 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

住  所  奈良市●●●●●●●● 

氏  名  中 西 伸 之 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

令和５年９月４日提出 

生駒市長 小 紫 雅 史 
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議案第 54 号 

 

生駒市病院事業推進委員会委員の委嘱及び任命について 

 

 生駒市病院事業推進委員会の委員に下記の者を委嘱し、及び任命したいから、

生駒市病院事業の設置等に関する条例（平成２１年６月生駒市条例第２３号）第

１７条第４項の規定により、議会の同意を求める。 

記 

１ 委嘱する者 

住  所  生駒市●●●●●●●● 

氏  名  伊 木 ま り 子 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

住  所  奈良市●●●●●●●● 

 氏  名  友 岡 俊 夫 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

住  所  生駒市●●●●●●●● 

 氏  名  髙 田 慶 応  

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

住  所  生駒市●●●●●●●● 

 氏  名  遠 藤  清 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 
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住  所  生駒市●●●●●●●● 

氏  名  有 山 武 志 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

住  所  宇陀市●●●●●●●● 

氏  名  佐 伯 圭 吾 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

住  所  生駒市●●●●●●●● 

 氏  名  松 下 千 博 

 生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

住  所  生駒市●●●●●●●● 

 氏  名  中 西 枝 緒 里 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

住  所  生駒市●●●●●●●● 

 氏  名  多 原 珠 里 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

２  任 命 す る 者  

住  所  生駒市●●●●●●●● 

 氏  名  川 端 信 一 郎 

 生年月日  昭和●●年●●月●●日 
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 令和５年９月４日提出                    

                      生駒市長 小 紫 雅 史 
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諮問第 １ 号  

 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて  

 

人権擁護委員の候補者に下記の者を推薦したいから、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

記 

住  所  生駒市●●●●●●●● 

氏  名  安 井 幹 雄 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

  令和５年９月４日提出 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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